
所管部局

※（　　　）の数字は，委員数
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外部評価結果の公表シート

整理番号 事　業　名

83 空き家等対策推進事業費

所管部局の評価 外部評価

評価項目 評価内容 評価内容の説明 評価の妥当性 「妥当でない」と評価した理由

市の関与の妥当性
法令・条例等の根拠に
より関与が妥当

妥当（ ２ ）　　妥当でない（ ０ ）

成
果
・
有
効
性

成果の達成状況 達成が不十分
成果は，空き家が所有者により適正
に管理されることであるが，調査等
の対応人員が少なく，対応に限界が
ある。

妥当（ ２ ）　　妥当でない（ ０ ）

必
要
性

事業の市民ニーズ 高まっている

H27.5に法が施行され，全国的な取り
組みとなっている。

妥当（ ２ ）　　妥当でない（ ０ ）

事業目的実現のための手段 評価対象外

将来コスト増減見込み
現在より増加する可能
性がある

妥当（ ２ ）　　妥当でない（ ０ ）

受益者負担の適正度 適正である 妥当（ ２ ）　　妥当でない（ ０ ）

執
行
方
法

外部委託の可能性 実施していないが，可能
空き家の調査について，委託も考えられ
るが，所有者調査等は，個人情報の関
係上市で担うこととなるため，人員の確
保が必要。

妥当（ ２ ）　　妥当でない（ ０ ）

コ
ス
ト・
負
担

コストの節減度 節減できている
今後，管理されない空き家が増えて
いけば，市による措置の増加により
費用が増加する可能性がある。

妥当（ ２ ）　　妥当でない（ ０ ）

実施方法の効率性
図られている（今後も更
に改善が可能）

妥当（ ２ ）　　妥当でない（ ０ ）

所管部局による今後の改善策 今後の改善策について 意見・提言

基本方針 当面現状維持 　現行どおり　　（　　　）　　　改善（　　　）

　当面現状維持（　２　）　　　廃止（　　　）

外部評価委員会としての提言

当面現状維持


